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朝来市国土強靱化地域計画【概要版】 
朝来市危機管理部防災安全課 

和田山町東谷 213 番地 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

●自然災害への備え、不測の事態への対応は、南海トラフ地震等への備えとしても重要であり、より一層対

策を講じ、起きてはならない事態への対応、対策を図ることが喫緊の課題となっている。 

●国においては、令和５年７月の「国土強靱化基本計画」の見直しにより、デジタル新技術の活用や地域に

おける防災力の一層の強化を新たな重点項目とし、国土強靱化のためにハード整備のみならずソフト施策

をさらに推進していく方針がより明確化された。 

●県においては、平成 28年１月に「兵庫県強靱化計画」を策定し、令和２年３月に改定されている。 

●本市では、令和２年６月策定の「朝来市国土強靱化地域計画」に基づき、強靭な地域づくりを進めてきた

ところであるが、計画期間の終期を迎えたことから、計画を修正するものである。 

国や県、周辺自治体、市民や市内事業者などの関係者が総力を挙げて、今後発生する可能性が極めて高い

自然災害に対する備え、事前の準備に取り組むことが重要との考えのもと、朝来市国土強靱化地域計画を

修正し、国土強靱化に関する施策及び事務事業を適切に推進することで、強靱でしなやかなまちづくりを

計画的に進めていくものとする。 

 

平成 25 年 12 月「国土強靱化基本法」公布・施行：強くしなやかな国民生活の実現を図るために 

平成 26 年６月「国土強靱化基本計画」策定（平成 30年 12 月変更）（令和５年７月変更） 

平成 28 年１月「兵庫県国土強靱化計画」策定（令和２年３月改定） 

令和２年６月「朝来市国土強靱化地域計画」策定 

令和７年６月「第１次国土強靱化実施中期計画」 

令和８年３月「朝来市国土強靱化地域計画」修正 

趣 旨 

 

●本計画は、国土強靱化基本法第 13 条に

基づく国土強靱化地域計画として定め

る。 

●本計画は、市政の基本方針である朝来市

総合計画及び実施計画、災害対策基本法

に基づく地域防災計画等の関連計画と

の連携を図りながら､本市における国土

強靱化施策を推進するための指針とし

ても位置づけるものである。 

 

計画の位置づけ 

 

●本計画の計画期間は、令和８年度から概ね５年間とする。 

●本計画は、市内外における社会経済情勢の変化や、国、県の国土強靱化施策の推進状況等を勘案して、計

画期間中でも必要に応じて見直しを行う。 

計画期間 

 

【強靱化を推進する上での基本方針】 

(1)市民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 

(2)経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギー等ライフラ

インの強靱化 

(3)デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 

(4)災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化 

(5)地域における防災力の一層の強化 

 

【基本目標】 

① 人命の保護を最大限図ること 

② 市及び社会の重要な機能が致命的な障

害を受けず維持されること 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害を

最小化すること 

④ 迅速に復旧復興すること 

 

基本的な考え方 
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【脆弱性評価】 

次の①、②の手順で本市の施策及び事務事業における脆弱性評価を実施した。 

①過去の災害の経験と教訓から「起きてはならない最悪の事態」を設定（28類型） 

②それぞれの起きてはならない最悪の事態を回避する観点から、施策の方向性を検討 

 

【起きてはならない最悪の事態】     ※緑色網掛け部は、特に重点的に対応する項目 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（28類型） 

１.あらゆる自然災害
に対し、直接死を最
大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊
による多数の死傷者の発生 

1-2 
木造住宅密集地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷
者の発生 

1-3 
突発的又は広域かつ長期的な市街地、集落等の浸水やため池・防災インフラの損
壊・機能不全による多数の死傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-5 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

２．救助・救急、医療活
動が迅速に行われる
とともに、被災者等
の健康・避難生活環
境を確実に確保する
ことにより、関連死
を最大限防ぐ 

2-1 警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足･被災､支援ルートの途絶､エネルギー供給の途絶
による医療機能の麻痺 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・
死者の発生 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の
停止 

2-5 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-6 大規模な自然災害と感染症との同時発生による、災害対応機能の大幅な低下 

３．必要不可欠な行政
機能は確保する 

3-1 被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

3-2 国、県、周辺自治体等の関係行政機関の機能不全 

3-3 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

４．経済活動を機能不
全に陥らせない 

4-1 サプライチェーンの寸断等による地元企業の生産力低下 

4-2 
重要な産業施設の損壊、火災、爆発、危険物、有害物質、劇物等の大規模拡散・
流出による被害の拡大 

4-3 食料等の安定供給に伴う、経済活動への甚大な影響 

4-4 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

4-5 農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能の低下 

５．情報通信サービス、
電力等ライフライ
ン、燃料供給関連施
設、交通ネットワー
ク等の被害を最小限
に留めるとともに、
早期に復旧させる 

5-1 
テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳの障害により、災害時に活
用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、
避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5-2 
電力供給ネットワーク、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期間にわたる機
能停止 

5-3 上下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

5-4 地域交通網（陸路）等の交通インフラの長期間にわたる機能停止 

６．社会・経済が迅速か
つ従前より強靱な姿
で復興できる条件を
整備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興（創造的復興）に向けたビジョンの欠如、人材
の不足等により復興できなくなる事態 

6-2 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

6-3 事業用地の確保、仮設住宅等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

6-4 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、自治会や地域コミュニティの崩壊等による有
形・無形の文化の衰退・損失 

6-5 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による市内及び但
馬地域の経済等への甚大な影響 

 

【計画の推進】 

本計画による強靱化を着実に推進するため、上位関連計画とも整合を図りつつ、各種の社会基盤整備事業

の計画的な推進を図る。また、本計画のフォローアップについては、総合計画実施計画の進捗管理と併せて

ＰＤＣＡサイクルを回すことで進行管理を行うとともに、重要業績指標の目標値の達成状況、進捗状況の評

価を行う。 

 

脆弱性評価に基づく計画の推進 
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【強靱化に向けた施策の推進方針】① 

施策分野 主な取組内容 

国
土
保
全 

(1)河川、砂防の防災、減災（治
水対策の推進） 

○大規模洪水による甚大な浸水被害を防ぐため、必要性、緊急性などを
総合的に判断し、兵庫県とも連携し、河川改修や治水対策を促進す
る。 

(2)農地の防災、減災 
○農業委員会の活動による農地利用最適化を推進し、担い手への農地集

積・集約化を図る。 

(3)ため池の防災、減災 
○県とも連携しながら､ため池廃止やハザードマップ作成等のソフトと

ハードの両面から事業を行うことで､ため池及び農地の保全を図る。 

(4)森林、里山の防災、減災（土
砂災害対策、治山対策の推進） 

○人的被害を防止するため 、県と連携し、特に土砂災害特別警戒区域
に指定された地域などでは、土石流対策施設、地すべり防止施設、急
傾斜地崩壊防止施設等の土砂災害防止施設等の整備を推進する。 

(5)都市軸の保全、機能強化 ○主要な路線が寸断し、被災地への物資供給が長期停止することがない
よう道路施設や橋梁などの耐震化を図る。 

住
宅
・
都
市 

(1)建築物の耐震化、耐災害性の
向上 

○危険度、緊急度の高い施設から優先的に整備、改修、修繕し、耐震
化、耐災害化、避難経路確保にも考慮した整備に努める。 

(2)宅地の防災対策、住宅地及び
市街地の耐災害性の向上 

○市営住宅等の適正な維持管理による長寿命化を図り、地震などの災害
時の倒壊等を未然に防ぐ。 

(3)文化財等の耐災害性の向上、
防災力の強化 

○指定文化財等の適切な保存管理を行う。 

(4)地籍調査の実施 ○地籍調査の更なる推進及び進捗率の向上を図る。 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン･

廃
棄
物 

(1)ライフライン（上下水道施設）
の耐災害性の向上 

○業務継続計画、ストックマネジメント計画等に基づき、施設の更新及
び耐震化を推進するとともに、災害時には水道機能の早期復旧を図
る。 

(2)電力、ガス等のエネルギー
の確保 

○民間と連携して、必要なところへの燃料の供給、ＬＰガス及び燃焼機
器等の資機材の提供等が適切に行われるように体制を整備する。 

(3)災害廃棄物対策 ○災害廃棄物の除去が災害からの復旧・復興の第一歩であることを踏ま
え、迅速かつ計画的に処理を進める。 

(4)災害時の食料供給体制の 
確保 

○災害時における市民への炊出し訓練等を実施し、被災市民への食事
（調理）の提供体制を強化する。 

保
健
・
医
療 

(1)医療施設の災害時の機能維
持、向上 

○公立豊岡病院及び公立朝来医療センター等において、電力供給の途絶
に備え、非常用発電装置の機能が確保されるよう維持、補修、燃料の
備蓄を行うために協力していく。 

(2)避難者、要援護者への迅速な
対応 

○要援護者の身体状況やサービス利用状況を把握し、ケアマネジャー等
と連携した迅速な災害時の対応をめざす。 

(3)平時からの医療体制の充実 
○公立豊岡病院組合と連携し、公立朝来医療センターの医師確保に努め

るとともに、朝来市医師会や南但歯科医師会等と連携した医療情報の
提供・相談ができる体制づくりを継続して行う。 

(4)平時からの健幸づくりの推進 
○健康づくりの知識や技術を得て、市民が主体的に実践し自身の健康管

理が適切に行えるよう、地域や関係団体等が協働しながら、健幸意識
の高揚を図っていく。 

(5)避難者の健康確保 

○避難所では３密(密閉、密集、密接)を避ける方策を講じるなど、イン
フルエンザ等の感染症対策に取り組むとともに、衛生管理への対策、
アルコール消毒液や使い捨てマスク等の備蓄も進め、避難者の健康維
持に努める。 

情
報
・
通
信 

(1) 情報通信手段の耐災害性の 
向上、機能強化 

○行政情報通信システムにおいて信頼性の高い通信ネットワークの構
築､リモートアクセスシステムの活用､非常用電源の整備の対策により
耐災害性の向上を図る。 

(2) 無電柱化による耐災害性の 
向上 

○倒壊した電柱の早期撤去･復旧に向けた民間との情報共有及び連携体
制の強化を図るほか､市街地等における道路の無電柱化を検討する。 

(3)適切な情報の受発信 ○的確な情報提供、広報を行うとともに、市民からの意見や要望、陳情
等を聴取し、災害活動に反映させる。 

(4)個人情報等行政保有情報の 
保護、適正な利活用の推進 

○個人情報等の重要な行政情報の災害時における適正な維持、保護に努
め、有事の適正な利用、運用に向けて平時から対策を進める。 

産 

業 

(1)災害時にも強い農林業の振興 
○付加価値を高める農畜産業の振興に向けて、老朽化した農業用施設を

改修することで、農業被害を抑えるとともに被災リスクを低減する。 
○森林技術者や林業従事者の確保・育成に努める。 

(2)災害時にも強い観光産業の 
構築 

○国内外からの観光誘客を図るための各種マーケティングに取り組むと 
ともに、周遊ツアー等の企画運営、各種交流キャンペーンを展開する。 

(3)市内事業者の災害時の対応力
強化、事業の継続実施体制の
構築の推進 

○事業継続計画（ＢＣＰ）の作成について、商工会等関係機関と連携を
図りながら支援し、災害に強い事業者を育成していく。 

(4)既存工場、事業所等の老朽化
対策 

○老朽化した機械等を使用することによる災害を起こすリスクを軽減す
るための事業主への支援を推進する。 
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【強靱化に向けた施策の推進方針】② 

施策分野 主な取組内容 

産 

業 

(5)企業移転・誘致、事業者の生
産力の向上 

○災害危険性の高い都市部からの企業の移転及び誘致や市内事業所の生
産規模の拡張等を支援し､市内事業所の生産力を高める。 

(6)失業者に対する支援 ○災害による失業者に対する雇用支援、早期就職支援を推進し、人材の
確保促進を図る。 

交
通･

物
流 

(1)道路交通機能の強化、沿道の
耐災害性の向上 

○交通施設及び沿線・沿道建築物の耐震化を促進する。 
〇市道の橋梁の耐震化に努める。 

(2)災害時にも機能する多様な交
通機能、物流手段の確保 

○災害発生後の市民の移動手段の確保について、交通事業者と連携して
検討を進める。 

行
政
機
能 

(1)災害時即応体制の強化 
○業務継続計画､地域防災計画等に基づき､災害時に行政機能が維持さ

れ､応急､復旧､復興が迅速に進められるように､平時から想定する対応
策の運営方法の点検､確認､体制整備を進める。 

(2)庁舎等公共施設の耐震性の
向上、災害時対応力の強化 

○災害時の安全性確保に加えて機能継続を確保するため庁舎の耐震化を
進める。 

○防災センターや防災倉庫については、防災拠点施設としての機能が発
揮できるよう必要な整備、適正な維持管理を進める。 

(3)消防・水防活動の災害時対
応力の強化 

○計画的に消防車両、消防機庫、消防水利等を整備する。 

(4)救助、救急医療体制の強化 
○朝来市医師会や南但歯科医師会、市内医療機関や近隣市町の医療機

関・災害拠点病院等の連携により、但馬地域の救急医療体制の強化を
図る。 

避
難
支
援 

(1)避難行動要支援者の避難支
援体制の構築 

○自主防災組織を中心に民生委員･児童委員等の協力を得ながら､地区防
災計画の策定､防災訓練や防災体制の構築等に努める。 

(2)公共施設利用者の避難支援
の強化 

○各施設の防災計画に基づき、避難訓練を実施するなど、災害時に適切
な避難行動を誘導できるように対策を講じる。 

(3)事前の取組、普及啓発の強化 
○要援護者およびその家族について、日ごろから避難場所、避難方法等

について意識できるよう普及啓発する。 

地
域
の
防
災
力
強
化 

(1)地域の消防団、防災組織の
災害対応力の強化 

○火災発生時等における迅速かつ的確な消火・水防活動を展開するた
め、消防力の維持強化を図る。 

(2)地域コミュニティの維持､強
化による防災力の向上､住民
相互の支え合いの仕組み､体
制構築 

○地域コミュニティを活用し､避難所での人材確保と自助･共助･公助に
より避難所でコミュニティを可動させ､避難者の心身の健康維持、災
害時の治安悪化対策ができるように体制整備に向け協議･検討を進め
る。 

○日頃からの見守りや発見・つなぐ等の取組を通じて、避難行動要支援
者の把握に努め、情報共有が図られるよう取り組む。 

(3)多様な団体､専門家等と連携
した防災力の強化 

○庁内各課と連携して地域防災計画の推進をめざし､地域の代表者とケ
アマネジャーや相談支援専門員とのつながりを密にする。 

人
材
育
成 

(1)災害時に活躍できる多様な
人材の育成 

○職員研修及び関連資格保有者の増加等の人材育成を通じて、有事に対
する行政の機能強化を図る。 

(2)防災教育の実施 

○学校、子ども園等における防災教育を推進する。 
○災害時に活躍する多様な人（専門家やボランティアなど）との対話を

通じて、助け合いやボランティア活動を主体的に実践できるよう人財
育成に取り組む。 

老
朽
化
対
策 

(1)公共施設の老朽化対策 ○施設の老朽化対策工事の実施や老朽化した備品等の更新を行う。 

(2)社会基盤施設、地域資源の
老朽化対策 

○インフラ施設については、計画的な点検と日常的な管理を進めること
で、災害時の機能不全等を防止する。 

広
域
連
携
・
そ
の
他 

(1)防災、減災に資する技術の
向上、継承 

○災害情報の一元化等、一体的なシステムによる事務対応の可能性を検
討する。 

(2)市単独での対応能力、処理
能力不足への対応 

○災害時における広域での応援連携を強化するとともに、平時において
は交流人口の拡大等の地域振興、地域活性化に繋げる。 

(3)災害時における高度な技術
力の受援による対応 

○市内医療機関と近隣市町の医療機関、災害拠点病院、災害時に派遣さ
れる医療ボランティア等との連携により、医療機能の麻痺の回避や災
害に関連した疾病を含む疾病の重症化予防等に繋げる。 

(4)災害時の柔軟な経済支援の
充実 

○災害に伴う税の減免及び徴収の猶予措置等に適切に対応できる体制を
整備する。 

デ
ジ
タ
ル
活
用 

(1)デジタル等新技術の活用に
よる国土強靱化施策 

〇「誰一人取り残さない」デジタル化の実現に向けて多言語対応などのサ
ポート体制の構築や施策の展開を図る。 

○様々な分野でのデジタル化を進め、市民が心豊かに暮らすことができ
るよう取り組み、地域のさらなる発展を支援しつつ、活力ある持続可能
な社会を目指す。 

 


